
省エネ適判の申請には、「省エネ計算結果登録システム」からダウンロードした「適判用」と刻印
された計算結果が必要になります。

戸建住宅 共同住宅

「適判用」と刻印された計算結果・集計結果を適判機関に提出、完了

②計算結果を
登録

③住棟全体の計算結果を登録

※戸建住宅と共同住宅では、計算フローが異なるので注意ください。

①エネルギー消費性能計算プログラムにおいて住戸単位で計算

※共同住宅においても、住戸単位で計算が必要。必要に応じて共用部も計算。

②各住戸の計算結果を集計
（必要に応じて共用部を合算）

住宅の省エネ適判における計算フロー、データ登録の流れ

「エネルギー消費性能計算
プログラム」

住宅版  ： https://house.lowenergy.jp/
非住宅版： https://building.lowenergy.jp/

「省エネ計算結果登録システム」 https://regist.lowenergy.jp/

（住宅トップランナー事業者の方のみ）住宅トップランナー報告システムに登録
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000021.html

「共同住宅等の計算結果集計プログラム」
https://aptstd.app.lowenergy.jp/#/
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（参考）共同住宅（複合建築物含む）のデータ登録、省エネ適判の流れ

住宅版
WEBプロ

住戸毎に登録

基準適合方法

住戸毎に登録

住棟単位に集約

共同住宅の
単位住戸

・コース１（先に性能評価取得）
・仕様基準

流れ

確認
申請

申請自体は
住棟単位

手入力によ
り住宅単
位で集計

適判ルート

適判省略ルート

住宅版
WEBプロ

共同住宅の
単位住戸

共同住宅
集計P

（共用部は任意）

共同住宅等・
複合建築物の
住宅部分

登録
システム

適判スタンプ
を印字

省エネ適判
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（参考）共同住宅の適判申請様式①（住棟単位登録での自動集計様式）

①（共同住宅集計P）

外皮は住戸単位で確認

一次エネは住棟単位で確認
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（参考）共同住宅の適判申請様式②（住戸単位登録での手入力集約様式）

②（集約様式） 複数住戸ある場合、集約様式での提出を可としている。
※計画書 第４、５面の内容が書かれていればよい。

住戸情報

集計Pでは、下表について代替可能

4
集約様式について
https://www.mlit.go.jp/common/001851308.xlsx

https://www.mlit.go.jp/common/001851308.xlsx
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